
証券コード：4496
株式会社コマースOneホールディングス

2024年6月25日（火曜日）
午前10時（受付開始 午前9時30分）

日時

東京都千代田区九段北4丁目2番25号
アルカディア市ヶ谷私学会館 6階 伊吹場所

議 案 剰余金の配当の件

決議事項

2024年6月24日（月曜日）
午後6時まで

インターネット又は郵送による議決権行使期限

第19期
定時株主総会
招集ご通知
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証券コード 4496
2024年６月７日

（電子提供措置の開始日2024年５月31日）

1

株 主 各 位

東京都千代田区九段北4丁目2番1号 市ヶ谷スクエアビル

株式会社コマースOneホールディングス
代 表 取 締 役 岡 本 高 彰

第19期 定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととご拝察申し上げます。
この度、第19期定時株主総会を下記日程にて開催いたしますので、ご案内申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第19期 定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://www.cm-one.jp/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
下記ウェブサイトにアクセスし、銘柄名（コマースＯｎｅホールディングス）又は証券コード

（4496）を入力・検索し「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択のうえ、ご確認ください
ますようお願い申し上げます。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

当日のご出席に代えて、インターネット又は書面によって議決権を行使することができますの
で、お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただきまして、「議決権行使についてのご案内」
（３頁から４頁）に従いまして、2024年６月24日（月曜日）午後６時までに議決権を行使して
くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記

１．日 時 2024年６月25日（火曜日）午前10時00分（受付開始 午前９時30分）

２．場 所 東京都千代田区九段北４丁目２番25号
アルカディア市ヶ谷 私学会館 ６階 伊吹
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．会議の目的事項
【報告事項】１．第19期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告、連結計

算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の
件

２．第19期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類報告の件
【決議事項】

議 案 剰余金の配当の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し

上げます。
2．電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま

す。
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株主総会にご出席される場合

書面（郵送）で議決権を行使される場合

インターネットで議決権を行使される場合

議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

議決権行使についてのご案内

2024年６月24日（月曜日）午後６時まで

2024年６月24日（月曜日）午後６時到着まで

2024年６月25日（火曜日）午前10時

次頁「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、画面の案内に従って、
賛否を入力してください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函くだ
さい。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされ
たものとして取り扱わせていただきます。

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに、同封の議決権
行使書用紙を会場受付にご提出ください。

※ 書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効と
して取扱わせていただきます。

※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

開催日時

行使期限

行使期限

3
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 午前9時～午後9時）

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力くだ
さい。

3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてくだ
さい。

1

議決権行使書用紙に記載された「ログイン
ID・仮パスワード」を入力しクリックしてく
ださい。

2

以降は、画面の案内にしたがって賛否をご入力
ください。

2

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを
読み取ってください。

1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

「ログインID・
仮パスワード」
を入力
「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。
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株主総会参考書類

5

議案 剰余金の配当の件
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと考え、内部留保を確保

しつつも、配当による利益還元を安定的に継続することを基本方針としております。
当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまし

て、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1）配当財産の種類
金銭

(2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 金11円00銭
配当総額 金79,126,861円

(3）剰余金の配当が効力を生じる日
2024年６月26日

以 上
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１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当社グループは、EC事業者のビジネス開始・運用に際して必要になる様々なソリュ
ーションを提供し、消費者もEC事業者も全ての人々が、より安全で安心な取引ができ
る健全なEC市場の発展と成長を目指し、EC事業者のためのビジネスインフラとなる
ECプラットフォームを提供する企業グループとして事業活動を行っております。
当社グループの主要な事業領域となる、国内EC市場は、販売商品の多様化、市場参

加者の増加、物流事業者による配達時間の大幅な短縮化、SNSによる情報流通量の増
加等を背景に継続的な成長をしてまいりました。新型コロナウイルス感染症拡大の影
響により急成長した国内EC市場は2022年度以降、経済活動が正常化するにつれて、
成長が緩やかになりましたが着実に成長を続けております。消費者においては、新た
なライフスタイルやワークスタイルの定着も見られ、時流に沿ったビジネス展開が求
められるようになりました。このような変化の激しい市場で課題を抱える事業者を支
援するため、当社グループでは、店舗売上の向上につながるオプション・アライアン
スサービスの拡充やECコンサルティング事業への参入、Web接客サービス等の顧客体
験価値を向上させるソリューション展開により事業領域を拡大しながら「テクノロジ
ーを活用する人の力を最大化させるプラットフォーム」であることを目指しています。
このような状況のもと、当連結会計年度において当社グループは、市場成長に伴う

売上高の確保を目指すとともに、今後の市場環境に適応するための成長投資を積極的
に行いました。
＜株式会社フューチャーショップ＞
「futureshop」を提供する株式会社フューチャーショップでは、「futureshop」で

構築されたECサイトで 「au PAY（ネット支払い）」が利用できるオプションサービ
ス提供開始など、「futureshop」上でのオプション・アライアンスサービスの拡充を行
い対前年同期比で増収増益となりました。また2023年11月には、「futureshop」サー
ビスリリース20周年を迎えたイベントとして「FUTURE 20th SQUARE」をソーシ
ャルVRプラットフォーム「VRChat」上にオープンしテクノロジーとクリエイティビ
ティが融合するバーチャル空間において、未来の消費者とのコミュニケーションを模
索する取り組みを行っております。
＜株式会社ソフテル＞
「通販する蔵」を提供する株式会社ソフテルでは、「通販する蔵」とクラウドPOS

「スマレジ」とのAPI連携を開始し商品情報、在庫情報、会員情報、ポイント情報など、
実店舗とのOMO戦略を進める上で必要な連携機能の強化等を行い売上高については堅
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調に推移したものの、一方で成長投資として「通販する蔵」に生成AIを活用したバッ
クオフィス業務効率化を図るオプション機能の開発を行ったことや、エンジニアのス
キルアップコストが増加したため、対前年同期比では増収減益となりました。

＜その他＞
前連結会計年度にグループ化したSAMURAI TECHNOLOGY株式会社や株式会社空

色については、確保したエンジニアリソースの更なるスキルアップを目的とした投資
を強化し、株式会社空色では新しいWeb接客の形を提案するソリューションの開発を
行っております。

この結果、当社グループの当連結会計年度の経営成績及び主要な連結子会社の業績
は、下表の通りとなりました。

〈連結業績〉 (単位：千円）
第18期

2023年3月期
第19期

（当連結会計年度）
2024年3月期

増減額 増減率
（%）

売上高 3,196,433 3,557,276 360,842 11.3

EBITDA 699,016 794,441 95,425 13.7

営業利益 580,350 644,001 63,651 11.0

経常利益 608,006 702,414 94,407 15.5
親会社株主に帰属する
当期純利益 441,358 414,864 △26,494 △6.0
※EBITDA＝営業利益+減価償却費+のれん償却額

〈主要な連結子会社の業績〉 (単位：千円）
2023年３月期 2024年３月期 増減額 増減率

（%）

㈱フューチャー
ショップ

売上高 2,435,375 2,574,630 139,254 5.7

営業利益 699,878 819,102 119,224 17.0

㈱ソフテル
売上高 720,903 748,630 27,727 3.8

営業利益 92,095 57,992 △34,103 △37.0

2024年05月23日 16時33分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

招
集
ご
通
知

8

（2）設備投資の状況
当連結会計年度のECプラットフォーム事業において、事業規模の拡大に対応して総

額113,706千円の設備投資を実施いたしました。その主なものは、当社グループの株
式会社フューチャーショップの新機能等開発に伴うソフトウェア投資84,638千円とな
ります。なお、当社グループはECプラットフォーム事業の単一セグメントとなってお
ります。

（3）資金調達の状況
該当事項はありません。

（4）他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
2024年３月22日付でエネサイクル株式会社の株式を取得いたしました。これに伴い、同

社は持分法適用関連会社となりました。

（5）対処すべき課題
① 導入企業数の拡大

当社グループの目指すEC業界のビジネスインフラとしての地位確立のためには、
業種・業態を問わず幅広いEC事業運営者に、当社グループのサービスを導入しても
らうことが必要であると考えております。そのためにも、中小事業者向けにシンプ
ルかつ汎用性の高いサービス提供を行うことを基軸とし、顧客ニーズに応じた付加
機能や新サービスを継続的に開発することで、新規導入数の増加及び継続率の向上
に努めてまいる所存です。

② 顧客単価の向上
当社グループでは、幅広い企業でのサービス導入を図るべく、SaaS（注１）型と

した上で中小事業者でも継続利用しやすい料金設計を心がけております。上述のと
おり、販売件数の拡大により収益の拡大を図ってまいる所存ですが、当社グループ
としては既存顧客からの収益拡大を図ることも、継続的な事業成長を達成する上で
必要な施策であると考えております。そのために、今後は「commerce creator」
に代表される新商品の開発・改良のみならず、各ソリューション間でのクロスセル
の実現や、開発自由度の高い自社開発オプションの提供並びにAPI（注２）連携によ
る有効な他社サービスの紹介による紹介料の獲得等により顧客単価の向上に努めて
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まいる所存です。
（注）１．SaaSとは、Software as a Service（サービスとしてのソフトウェア）

の略称であり、利用者がソフトウェアを自身の利用端末等に直接インス
トールして利用するのではなく、提供元にて稼働されているソフトウェ
アをインターネット経由で利用するものをいいます。

２．APIとは、Application Programming Interfaceの略称であり、自己の
ソフトウェアやアプリケーションの一部を公開し、外部のソフトウェア、
アプリケーションが連携できるようにするための規格や仕様のことをい
います。

③ 人材確保
当社グループの提供するサービスの差別化及び顧客数の増加のためには、エンジ

ニアや営業人員等の優秀な人材の確保が必要であると考えております。しかしなが
ら、足許では景気の向上や事業構造の変化に伴うインターネットセクターにおける
開発人材へのニーズやマーケティング人材への需要の高まりもあり、優秀な人材の
採用は激しい競争が生じております。当社グループは、今後の収益拡大等による知
名度及び財務基盤の向上を図ることで、新規採用における候補者への安心材料を提
供し、人材採用の強化に努めたいと考えております。また、グループ内での研修も
強化することで、必要な人材の育成も図ってまいる所存です。

④ グループ内のガバナンス・経営管理体制の強化
当社グループは、当社（現株式会社TradeSafeの分割前の当社）が株式会社フュ

ーチャーショップ及び株式会社ソフテルを子会社とし、現株式会社TradeSafeを新
設分割により子会社化、加えて前連結会計年度にSAMURAI TECHNOLOGY株式会
社及び株式会社空色を子会社化し、現在の企業集団となっております。なお、各社
の本店所在地も東京、大阪、岐阜と離れております。こうした状況から当社グルー
プといたしましては、各事業会社の事業運営における独立性は維持しつつも、経営
管理を統括する当社を主体として、グループ内のガバナンス強化や各事業会社への
経営監視を十分に行うことで、株主価値向上を目的としたグループ一丸となった経
営戦略の遂行に努める方針です。

⑤ グループ間シナジーの追求
当社グループは前述の経緯より、各事業子会社が独立した事業運営を行っており

ましたので、顧客ターゲットは中小企業のEC事業運営者と同一であるものの、グル
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ープ内での顧客紹介等当社グループの収益向上に向けたグループとしての取り組み
が不十分であったと認識しております。足許では、グループ戦略の共有化を図るた
め定期的な経営会議の開催やグループ内での開発リソースの提供、各社顧客へのグ
ループとしてのソリューション提案の実施を開始しており、今後もグループ商材の
クロスセルを中心としたシナジーの追求に努めてまいる所存です。

⑥ コンプライアンス体制の強化
当社グループでは、当社を中心として、当社グループにおけるコンプライアンス

上の課題や懸念事項の洗い出しを実施し、対策を検討するコンプライアンス委員会
を随時開催しております。当該委員会には、各事業子会社の代表取締役も出席し、
必要に応じて外部専門家や各社の事業担当者も参加することで、実効性のある会議
体とすることを心がけております。今後も当該委員会の開催を継続し、当社グルー
プとしてのコンプライアンス事案について十分な検討を行うことで、当社株主価値
へ貢献したいと考えております。
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（6）財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分 第16期
2021年３月期

第17期
2022年３月期

第18期
2023年３月期

第19期
（当連結会計年度）
2024年３月期

売 上 高（千円） 2,520,037 2,939,619 3,196,433 3,557,276

経 常 利 益（千円） 588,264 716,917 608,006 702,414

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 393,326 495,981 441,358 414,864

１株当たり当期純利益 （円） 52.77 65.93 58.78 57.53

総 資 産（千円） 2,592,358 3,108,784 3,505,993 3,882,688

純 資 産（千円） 1,811,423 2,286,609 2,616,399 2,844,974

１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 240.77 303.93 356.26 395.50
（注）１．当社は2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。そのため、第

16期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益を算
出しております。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第17期の期首から適
用しており、第17期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標
等となっております。

② 当社の財産及び損益の状況の推移

区 分 第16期
2021年３月期

第17期
2022年３月期

第18期
2023年３月期

第19期
（当事業年度）
2024年３月期

売 上 高 及 び 営 業 収 益（千円） 438,200 588,800 358,800 310,690

経 常 利 益（千円） 271,244 415,839 134,692 20,031

当 期 純 利 益（千円） 308,370 457,440 228,836 55,075

１株当たり当期純利益 （円） 41.37 60.80 30.47 7.64

総 資 産（千円） 1,296,336 1,716,509 1,823,437 1,746,614

純 資 産（千円） 1,136,161 1,572,806 1,690,074 1,558,861

１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 151.02 209.06 230.13 216.71
（注） 当社は2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。そのため、第16

期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益を算出し
ております。
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（7）重要な子会社の状況

会社名 資本金
（千円）

出資比率
（％） 主要な事業内容

㈱フューチャーショップ 100,000 100.00
ASPカートを中心にECインターフェース
（注）構築・運用アプリケーションサービス
をSaaS方式で提供

㈱ソフテル 24,950 100.00
ECサイトの多店舗バックヤードを一元管理す
るシステムを顧客ニーズに合わせてカスタマ
イズしクラウドサービスで提供

㈱TradeSafe 15,000 100.00 ECサイトの認証サービス及びデータ解析に基
づく経営補助ツールの提供

SAMURAI TECHNOLOGY㈱ 60,000 100.00 主にソフテルの外注先としてカスタマイズ案
件の受託開発

㈱空色 83,322 68.35 EC事業者へのマーケティングコミュニケーシ
ョンツールの提供

（注）インターフェースとは、界面や接触面、中間面などといった意味を持ち、転じてコンピューターと周辺
機器を接続するための規格や仕様、またはユーザーがコンピューターなどを利用するための操作方法や
概念のことをいいます。
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（8）主要な事業内容
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社が持株会社として、連結事業子

会社である㈱フューチャーショップ、㈱ソフテル、㈱TradeSafe、SAMURAI
TECHNOLOGY㈱、㈱空色の5社を統括しております。各連結事業子会社は、ECサイ
ト運営を支援するサービスを主にSaaS（注）形式にて提供するECプラットフォーム事
業を国内中堅・中小規模のECサイト運営企業向けに展開しております。
当社の連結事業子会社の各事業概要は、以下のとおりであります。

事業区分 会社名 各社の提供サービス

ECプラットフォーム事業

㈱フューチャーショップ
EC事業運営者に対してECサイトインターフ
ェース構築・運用アプリケーションサービス
をSaaS型で提供しています。

㈱ソフテル
多店舗展開するECサイト運営者のバックヤー
ドを一元管理するシステム等を、顧客ニーズ
に合わせてカスタマイズしたうえでSaaS型に
て提供しています。

㈱TradeSafe
ECサイトの認証サービス及びデータ解析に基
づく経営補助ツールをSaaS型にて提供してい
ます。

SAMURAI TECHNOLOGY㈱ 主にソフテルの外注先としてカスタマイズ案
件を受託しております。

㈱空色 EC事業者へのマーケティングコミュニケーシ
ョンツールを提供しております。

（注） SaaSとは、Software as a Service（サービスとしてのソフトウェア）の略称であり、利用者がソフ
トウェアを自身の利用端末等に直接インストールして利用するのではなく、提供元にて稼働されてい
るソフトウェアをインターネット経由で利用するものをいいます。

（9）主要な営業所
名称 所在地

当社 本社 東京都千代田区

㈱フューチャーショップ 本社 大阪府大阪市北区

㈱ソフテル 本社 岐阜県岐阜市

㈱TradeSafe 本社 東京都千代田区

SAMURAI TECHNOLOGY㈱ 本社 東京都中央区

㈱空色 本社 東京都品川区
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（10）従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況（2024年３月31日現在）

従業員数 前連結会計年度末比増減

176名 6名減少

② 当社の従業員の状況（2024年３月31日現在）
従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

6名 1名減少 43歳 ６年

（11）主要な借入先
① 当社（2024年３月31日現在）
該当事項はありません。

② 子会社（2024年３月31日現在）
借入先 借入額

株式会社日本政策金融公庫 47,000千円

（12) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．株式に関する事項

（1）発 行 可 能 株 式 総 数 28,893,600株

（2）発 行 済 株 式 の 総 数 7,193,400株（自己株式49株を含む）

（注）自己株式の消却により、発行済株式の総数は前期末と比べて330,000株減少しております。

（3）当事業年度末の株主数 2,738名

（4）大 株 主（上位10名）

株主名 持株数 持株比率

岡本高彰 2,162,000株 30.06％

ASIAN ASSET ACQUISITION PTE. LTD. 1,708,000株 23.74％

㈱フューチャースピリッツ 564,400株 7.85％

伏見裕子 261,600株 3.64％

木下圭一郎 214,400株 2.98％

北川輝信 150,000株 2.09％

CACEIS BANK FOR (EQUITIES) NON TREATY UCITS CLIENTS 131,000株 1.82％

㈱日本カストディ銀行(信託口) 118,200株 1.64％

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT 103,300株 1.44％

オリックス株式会社 60,000株 0.83％

（注）持株比率は自己株式（49株）を控除して計算しております。
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（5）その他株式に関する重要な事項
当社は、2023年２月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により

読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく、自己株式の取得について決議し、以下
のとおり取得いたしました。
(1)取得した株式の種類 当社普通株式
(2)取得した株式の総数 330,000株
(3)株式の取得価額の総額 248,951,900円
(4)取得期間 2023年２月15日〜2023年6月19日
(5)取得方法 投資一任契約に基づく市場買付

当社は、2024年２月14日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく、自
己株式の消却について決議し、以下のとおり消却いたしました。
(1)消却した株式の種類 当社普通株式
(2)消却した株式の総数 330,000 株
(3)消却日 2024年2月29日

３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の状況（2024年３月31日現在）

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 岡 本 高 彰

㈱フューチャーショップ 取締役
㈱ソフテル 取締役
㈱TradeSafe 代表取締役
SAMURAI TECHNOLOGY㈱ 取締役
㈱空色 取締役
エコシステムホールディングス㈱ 代表取締役
ジャパンサイクル㈱ 取締役
エネサイクル㈱ 取締役

取 締 役 清 水 究 管理本部長
㈱空色 取締役

取 締 役 星 野 裕 子
（戸籍名：伏見 裕子）

㈱フューチャーショップ 代表取締役
㈱空色 取締役

取 締 役 北 川 輝 信 ㈱ソフテル 代表取締役
SAMURAI TECHNOLOGY㈱ 取締役

取 締 役 伊 藤 勇 太 伊藤会計事務所 代表

常 勤 監 査 役 髙 木 和 則 ㈱フューチャーショップ 監査役
㈱TradeSafe 監査役

監 査 役 上 杉 昌 隆

桜田通り総合法律事務所 共同経営者
㈱セレス 取締役（監査等委員）
㈱Aiming 監査役
㈱フルキャストホールディングス 取締役（監査等委員）
デジタルアーツ㈱ 取締役（監査等委員）
㈱jig.jp 監査役

監 査 役 石 原 工 幹 ライト・アドバイザーズ司法書士事務所 共同経営者
㈱SAKURUG 非常勤監査役

（注）１．取締役伊藤勇太氏は社外取締役であります。
２．監査役髙木和則氏、上杉昌隆氏及び石原工幹氏は社外監査役であります。
３．当社は、取締役伊藤勇太氏、監査役髙木和則氏、上杉昌隆氏及び石原工幹氏を株式会社東京証券取

引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．監査役髙木和則氏は、長年に渡る金融機関や事業会社等での経験から、企業監査や財務に関する相

当程度の知見を有するものであります。
５．監査役上杉昌隆氏は、弁護士資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するもので

あります。
６．監査役石原工幹氏は、司法書士資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するもの

であります。
７．取締役田中耕一氏は、2023年6月28日開催の第18回定時株主総会終結の時をもって任期満了によ

り退任いたしました。

2024年05月23日 16時33分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

招
集
ご
通
知

18

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役全員との間で、会社法第427条第１項に基づき同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づ
き責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。

（3）会社の役員等賠償責任保険契約の内容の概要
①被保険者の範囲
当社及び子会社役員

②会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結し、被保険者である役員（子会社役員を含む）がその職務の執行に関し、責任を負う
こと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填され
ます。保険料は全額会社が負担しております。
故意または重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により補填されません。

（4）取締役及び監査役の報酬等の額

役員区分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額 対象となる役員

(人)基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役(うち
社外取締役)

58,945千円 58,945千円 − − ６

( 3,270千円) ( 3,270千円) − − (1)

監査役(うち
社外監査役)

10,605千円 10,605千円 − − 3

(10,605千円) (10,605千円) − − (3)

（注）１．当社には役員退職慰労金制度はありません。
２．監査役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内におい

て、業務分担の状況等を勘案し、監査役における協議により決定しております。
３．上記取締役及び監査役の報酬等については、2023年6月28日開催の第18期定時株主総会の終結の

時をもって退任した取締役１名を含んでおります。

2024年05月23日 16時33分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



19

① 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の限度額は、2018年６月29日開催の第13期定時株主総会において年

額150百万円以内（使用人分給与を含まない。）と決議いただいております。本定時株主総
会終結時点の取締役の員数は５名です。
監査役の金銭報酬の限度額は、同定時株主総会において年額15百万円以内と決議いただ

いております。本定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。

② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は2021年５月14日付で取締役会の任意の諮問機関として、報酬委員会を設置してお

り、取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範
囲内において、各取締役の担当業務、会社業績及び他社水準も考慮しながら、総合的に勘案
し、同委員会にて審議し、取締役会の決議により決定しております。

③ 当該事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取
締役会が判断した理由
当社の取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、上記方針との整合性を含めた

多角的な検討を行っていることから、上記方針に沿うものと判断しております。

2024年05月23日 16時33分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

招
集
ご
通
知

20

（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係
区分 氏名 兼職先 兼職の内容 関係

社外取締役 伊藤 勇太 伊藤会計事務所 代表 該当する事項はありません。
社外監査役 髙木 和則 ㈱フューチャーショップ 監査役 当社の子会社であります。

㈱TradeSafe 監査役 当社の子会社であります。
社外監査役 上杉 昌隆 桜田通り総合法律事務所 共同経営者 該当する事項はありません。

㈱セレス 取締役（監査等委員） 該当する事項はありません。
㈱Aiming 監査役 該当する事項はありません。
㈱フルキャストホールディングス 取締役（監査等委員） 該当する事項はありません。
デジタルアーツ㈱ 取締役（監査等委員） 該当する事項はありません。
㈱jig.jp 監査役 該当する事項はありません。

社外監査役 石原 工幹 ライト・アドバイザーズ司法書士事務所 共同経営者 該当する事項はありません。
㈱SAKURUG 非常勤監査役 該当する事項はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
（ア）取締役会及び監査役会への出席状況及び発言状況
区分 氏名 主な活動状況

社 外 取 締 役 伊 藤 勇 太 当事業年度に開催された取締役会には、15回中15回出席し、適時適切
な意見を述べています。

社 外 監 査 役 髙 木 和 則
当事業年度に開催された取締役会には、15回中14回出席し、適時適切
な意見を述べています。
当事業年度に開催された監査役会には、14回中13回出席し、適時適切
な意見を述べています。

社 外 監 査 役 上 杉 昌 隆
当事業年度に開催された取締役会には、15回中15回出席し、適時適切
な意見を述べています。
当事業年度に開催された監査役会には、14回中14回出席し、適時適切
な意見を述べています。

社 外 監 査 役 石 原 工 幹
当事業年度に開催された取締役会には、15回中15回出席し、適時適切
な意見を述べています。
当事業年度に開催された監査役会には、14回中14回出席し、適時適切
な意見を述べています。

（イ）社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
伊藤勇太氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、取締

役会への出席を通じて当社の経営に適切な発言をいただいております。
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５．会計監査人の状況
（1）名称

EY新日本有限責任監査法人

（2）報酬等の額
報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 54,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 54,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会
計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人から提示された監査計画、監査内容及び監査日数を確認し、検討した結
果、会計監査人の報酬等の額について同意を行っております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたし
ます。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査役全員の同意に基づき、監査役会は会計監査人を解任いたします。この場合、監査
役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任し
た旨及びその理由を報告いたします。
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６．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正
を確保するための体制及び当該体制の運用状況

（1）業務の適正を確保するための体制
当社は、取締役会において「内部統制の基本方針」を決議しております。当該基本方針で

定めた体制及び事項は以下のとおりであります。

当社グループは、継続的な成長と企業価値の最大化を図りつつ、コーポレートガバナンス
の充実・強化に努めていくことが重要な経営課題と位置付けている。コーポレートガバナン
スを維持していくうえで、業務の適正を確保するために必要な体制の確保・整備は、経営上
必要なプロセスであると認識しており、次のとおり内部統制の基本方針を定める。

１．当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制

① 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重
要な事項を決定する。

② 取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを
構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。

③ 取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督
を行っている。

④ 取締役は、各監査役が監査役会でまとめた監査方針・計画のもと、監査を受ける。
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関する重要な情報については、法
令及び「文書管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期
間保存する。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善に努める。

３．損失の危険の管理に関する規定その他の体制
① リスク管理はリスク管理に関する諸規程等に基づき、一貫した方針のもとに、効果

的かつ総合的に実施する。
② リスク管理担当取締役は、適宜リスク管理の状況を取締役会に報告することで適切

なリスク管理を実施する。
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４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関す

ることを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月１回開催するほか、必要に
応じて臨時に開催する。

５．当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
「関係会社管理規程」に基づき、毎月、業務執行のモニタリングを行い、必要に応じて
取締役会に報告する。
① 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の親会社への報告に関する体制
② 子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
③ 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
④ 子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制
６．監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを決めた場合における当該使用人

に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
① 監査役会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、所定の手続きに従

ってすみやかにその使用人を配置する。
② 上記使用人を置いた場合、取締役からの独立性を確保するため、人事異動等につい

ては監査役会の同意を得るなどの措置を講じる。
７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
① 監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、当社における重要事項や損害の及ぼす

おそれのある事実等について報告を受ける。
② 取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項を監査役に

報告する。
③ 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や

重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、速やかに監査役に報告する。
８．当社企業グループの取締役、監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた

者が当社の監査役に報告をするための体制
当社企業グループの取締役、監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた

者は、当社における重要事項や損害の及ぼすおそれのある事実及び当社に著しい損害を
及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、
速やかに当社の監査役に報告する。
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９．７及び８の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない
ことを確保するための体制
当社企業グループは「内部通報規程」を制定し、通報等をしたことを理由として不利

益な取扱いを禁止している。
10．当社監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項

当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し、法令に基づく費用の前払い等
の請求をしたときは、職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該
費用又は債務を処理する。また監査役が職務執行に必要があると判断した場合、弁護士、
弁理士、公認会計士、税理士その他の社外の専門家に意見・アドバイスを依頼するなど
必要な監査費用を認める。

11．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役会は、定期的に代表取締役と会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施す

る。
② 監査役は、内部監査担当取締役とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら

必要に応じて調査報告を求める。
12．財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効
かつ適切な提出のため「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」
を制定し、内部統制システムの整備及び運用を行うとともに、その仕組みが適正に機能
することを継続的に評価し、必要な是正を行う。

13．反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切かかわりを持たず、不当・不法な要求に

も応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、
平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法
律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① 取締役の職務執行の効率性の確保のための取り組み

経営及び業務執行の意思決定機関として、取締役会を月１回以上定期的に開催し、取
締役の職務執行の監督を行うとともに、活発な意見交換と審議の充実に努めました。ま
た、１名の社外取締役が在籍しており、適宜忌憚のない意見を述べることで経営や業務
執行の監督機能、牽制機能を担っております。

② 内部監査の実効性の確保のための取り組み
当社における内部監査は、グループ各社の内部監査を当社管理本部長及び管理本部

（３名）が、監査計画に従い各部門の業務遂行状況を監査しております。当社は管理本部
のみの組織体制であり、内部監査の当事者となるため第三者機関の株式会社エイ・ア
イ・パートナーズに委託し、代表取締役が策定した監査計画に従い管理本部の業務執行
状況を監査しております。
内部監査担当者は当該監査結果を各社代表取締役に加え、監査役にも報告しており、

監査役は必要に応じて調査を求めるなど、実効的な連携が図れる体制を取っております。

③ 監査役監査の実効性の確保のための取り組み
監査役監査につきましては、監査役会にて決定された、監査の方針、方法及び実施計

画等に基づき、各監査役が監査業務を分担して実施し、監査役会において情報共有を行
っております。
なお、監査役会、内部監査担当者及び会計監査人は相互に緊密な連携を取り、それぞ

れの監査に必要な情報の共有を図っております。

７．会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。
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連結貸借対照表（2024年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額
（資産の部）

流動資産 2,305,885
現金及び預金 1,733,879
売掛金及び契約資産 293,050
仕掛品 7,562
前払費用 88,808
預け金 994
その他 184,825
貸倒引当金 △3,234

固定資産 1,576,802
有形固定資産 78,489
建物附属設備 62,516
工具、器具及び備品 10,224
その他 5,747

無形固定資産 328,514
ソフトウェア 283,155
ソフトウェア仮勘定 45,280
その他 77

投資その他の資産 1,169,798
投資有価証券 1,002,854
破産更生債権等 2,562
敷金及び保証金 102,601
繰延税金資産 47,463
その他 16,863
貸倒引当金 △2,546
資産合計 3,882,688

科 目 金 額
（負債の部）

流動負債 915,574
買掛金 33,676
短期借入金 47,000
前受金 422,847
未払法人税等 175,881
賞与引当金 5,107
その他 231,062

固定負債 122,138
繰延税金負債 65,428
資産除去債務 47,629
その他 9,081
負債合計 1,037,713
（純資産の部）

株主資本 2,465,794
資本金 210,400
資本剰余金 160,400
利益剰余金 2,095,031
自己株式 △36

その他の包括利益累計額 379,180
その他有価証券評価差額金 379,180

純資産合計 2,844,974
負債・純資産合計 3,882,688
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連結損益計算書（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）
（単位：千円）

科 目 金 額
売上高 3,557,276
売上原価 1,542,088
売上総利益 2,015,187

販売費及び一般管理費 1,371,185
営業利益 644,001

営業外収益
受取利息 26
受取配当金 23,068
為替差益 23,087
協賛金収入 7,500
その他 5,883 59,566

営業外費用
支払利息 188
有限責任事業組合運用損 836
その他 128 1,153
経常利益 702,414

特別利益
投資有価証券売却益 24,146 24,146

特別損失
減損損失 30,515 30,515
税金等調整前当期純利益 696,045
法人税、住民税及び事業税 289,495
法人税等調整額 △8,314 281,181
当期純利益 414,864
親会社株主に帰属する当期純利益 414,864
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連結株主資本等変動計算書（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）
（単位：千円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 210,400 160,400 2,123,373 △139,224 2,354,948
当期変動額
剰余金の配当 − − △194,220 − △194,220
親会社株主に帰属する
当期純利益 − − 414,864 − 414,864

自己株式の取得 − − − △109,797 △109,797

自己株式の消却 − △248,985 − 248,985 −
利益剰余金から資本剰
余金への振替 − 248,985 △248,985 − −
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） − − − − −

当期変動額合計 − − △28,341 139,187 110,846
当期末残高 210,400 160,400 2,095,031 △36 2,465,794

その他の包括利益累計額
純資産合計その他

有価証券
評価差額金

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 261,450 261,450 2,616,399
当期変動額
剰余金の配当 − − △194,220
親会社株主に帰属する
当期純利益 − − 414,864

自己株式の取得 − − △109,797

自己株式の消却 − − −
利益剰余金から資本剰
余金への振替 − − −
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 117,729 117,729 117,729

当期変動額合計 117,729 117,729 228,575
当期末残高 379,180 379,180 2,844,974
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連結注記表
（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）
１．連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数
5社

連結子会社の名称
㈱フューチャーショップ
㈱ソフテル
㈱TradeSafe
SAMURAI TECHNOLOGY㈱
㈱空色

２．持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社数
１社

会社の名称
エネサイクル㈱

なお、エネサイクル㈱については、新たに株式を取得したことから、当連結会計年度より持
分法適用の範囲に含めております。

持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称
D２Cアクセラレーター有限責任事業組合

持分法を適用しない理由
持分法を適用していない会社は、当期純損益（持分に見合う額)及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微で
あり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

３．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券

ａ 市場価格のない株式等以外のもの
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時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法
により算定）

ｂ 市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法
なお、有限責任事業組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入
手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によってお
ります。

② 棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

仕掛品
主として個別原価法

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 ３〜22年
工具、器具及び備品 ４〜10年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（３〜５年）

に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、主なリース期間は５年です。

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
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等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年

度に見合う分を計上しております。

（4）重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは顧客との契約について、以下の５ステップアプローチに基づき、約束

した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点、もしくは、移転するにつれて当該財
又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する
当社グループが主な事業とする、ECサイト運営を支援するサービスをSaaS型で提供

するECプラットフォーム事業について、顧客との契約に基づき履行義務を識別してお
り、それぞれ以下のとおり収益を認識しております。

①インターフェース関連サービス
インターフェース関連サービスの主な内容は、ECサイトインターフェースを構築・

運営するアプリケーションサービス等をSaaS型で提供するサービスです。
これらの履行義務は、サービス提供期間にわたり充足していくと判断しております。

そのため、主に約束した財又はサービスの支配が顧客に移転するにつれて収益を認識し
ております。
約束された対価は履行義務を充足した時点から、概ね1ヶ月以内に支払いを受けてお

り、重要な金融の要素は含んでおりません。

②バックヤード関連サービス
バックヤード関連サービスの主な内容は、ECサイトのバックヤードを一元管理する

ためのサービス導入時及びサービス導入後のカスタマイズと、導入後の保守サービスで
構成されております。
カスタマイズの履行義務は、期間がごく短いものを除き、プロジェクトの進捗に応じ
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て履行義務を充足していくと判断しております。そのため、原則として履行義務の充足
に係る進捗度を合理的に見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し
ております。進捗度は、主として見積総開発時間に対する実際の発生時間の割合に基づ
き算定しております。
導入後の保守サービスの履行義務は、サービス提供期間にわたり充足していくと判断

しております。そのため、主に約束した財又はサービスの支配が顧客に移転するにつれ
て収益を認識しております。
約束された対価は履行義務を充足した時点から、概ね２ヶ月以内に支払いを受けてお

り、重要な金融の要素は含んでおりません。

③ECサイト認証関連サービス
ECサイト認証関連サービスの主な内容は、ECサイトの認証サービス及びデータ解析

に基づく経営補助ツールをSaaS型で提供するサービスです。
これらの履行義務は、サービス提供期間にわたり充足していくと判断しております。

そのため、主に約束した財又はサービスの支配が顧客に移転するにつれて収益を認識し
ております。
約束された対価は履行義務を充足した時点から、概ね1ヶ月以内に支払いを受けてお

り、重要な金融の要素は含んでおりません。

（5）その他連結計算書類作成のための重要な事項
のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果の発現する期間を個別に見積り、その年数で均等

償却しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
進捗度に応じた収益認識
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

売上高 103,718千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法

ソフトウェアのカスタマイズ（期間が短いものを除く）について、履行義務を充足する
につれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法を適用しており、見積総開発時間に対
する、当連結会計年度末までに発生した実際発生時間の割合により算出した進捗度を用い
て、収益を認識しております。

② 主要な仮定
カスタマイズ作業は、顧客から要請された仕様に基づき個別に行っており、画一的な判

断尺度を得ることが困難であります。このため、総開発時間の見積りは、開発に関する専
門的な知識と経験を有するプロジェクト責任者による一定の仮定と判断を伴うものであ
り、主要な仮定であります。

③ 翌年度の連結計算書類に与える影響
総開発時間の見積りは、プロジェクトが長期にわたることがあり、当初予見できなかっ

た事象の発生等による作業工程の遅れなどにより、変動が生じる場合があり、進捗度が変
動することにより、翌連結会計年度の連結計算書類において認識する収益の金額に重要な
影響を与える可能性があります。
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のれん相当額の評価
（1） 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

投資有価証券 250,800千円
上記に含まれるのれん相当額 137,501千円

（2） 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法

当連結会計年度の連結貸借対照表において、エネサイクル株式会社に対する投資を
250,800千円計上しております。
のれん相当額は今後の事業活動により期待される将来の超過収益力として、株式の

取得原価と取得時の時価純資産の持分との差額で算定しております。なお、のれん相
当額の金額は当連結会計年度末において取得原価の配分が完了していないため、暫定
的に算定された金額であります。
のれん相当額に減損の兆候があると認められる場合には、のれん相当額が帰属する

事業から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することに
より、減損損失の認識の要否を判定しております。判定の結果、減損損失の認識が必
要と判定された場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は
減損損失として計上しております。

② 主要な仮定
主要な仮定は、当該会社の事業計画における売上高の見積りに使用される予想販売

数量になります。

③ 翌年度の連結計算書類に与える影響
将来の事業環境の変化等により、主要な仮定に変動が生じ、事業計画が修正される

場合、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
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（連結貸借対照表に関する注記）
（１）顧客との契約から生じた債権の残高及び契約資産の残高はそれぞれ以下のとおりです。

売掛金 286,987千円
契約資産 6,062千円

（２）有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 37,582千円
工具、器具及び備品 91,313千円
その他 10,674千円
合計 139,569千円

（連結損益計算書に関する注記）
売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 3,557,276千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
（1）発行済株式に関する事項

（単位：株）

株式の種類 当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
期末の株式数

普通株式 7,523,400 − 330,000 7,193,400
合計 7,523,400 − 330,000 7,193,400
（変動事由の概要）

減少数の内訳は、次の通りであります。
自己株式の消却による減少 330,000株
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（2）配当に関する事項
① 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円) 基準日 効力発生日

2023年11月14日
取締役会 普通株式 194,220 27.00 2023年９月30日 2023年12月７日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな
るもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2024年６月25日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 79,126 11.00 2024年３月

31日 2024年６月26日

（3）新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については、元本割れとなるリスクのないものを中心とし

て短期的な預金等に限定し、投機的な取引はデリバティブ取引を含めて行わない方針で
あります。

② 金融商品の内容及びそのリスク
売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動等のリス

クに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
ａ 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況
等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

ｂ 市場リスクの管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把

握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込ん
でいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあり
ます。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

（１）投資有価証券

その他有価証券 715,993 715,993 −

資産計 715,993 715,993 −

（注１）「現金及び預金」「売掛金及び契約資産」については、現金であること、及び短期間で
決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

（注２）市場価格のない株式等
（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 260,796

これらについては、「（１）投資有価証券」には含めておりません。

（注３）連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資は、「（１）投資有価証
券」には含めておりません。当該出資の連結貸借対照表計上額は、26,064千円であり
ます。

（注４）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

預金 1,733,045 − − −

売掛金 286,987 − − −

合計 2,020,032 − − −
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(3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ
ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を
分類しております。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 715,993 − − 715,993

資産計 715,993 − − 715,993

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているた

め、その時価をレベル１の時価に分類しております。
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（収益認識に関する注記）
（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
売上高

ECプラットフォーム事業

インターフェース関連サービス 2,680,596

バックヤード関連サービス 865,893

ECサイト認証関連サービス 10,786

顧客との契約から生じる収益 3,557,276

その他の収益 −

外部顧客への売上高 3,557,276

（２）収益を理解するための基礎となる情報
「３．会計方針に関する事項」の「(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで

す。

（３）当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

(単位：千円)
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 272,694
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 286,987
契約資産（期首残高） 18,282
契約資産（期末残高） 6,062
契約負債（期首残高） 408,635
契約負債（期末残高） 422,847

契約資産は、主にソフトウェアのカスタマイズにおいて、進捗度の見積りに基づいて認
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識した収益にかかる未請求売掛金です。
契約資産は、顧客の検収時に顧客との契約から生じた債権へ振替えられます。
契約負債は、主に顧客から受領した前受金に関するものであります。契約負債は、収益

の認識に伴い取り崩されます。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、

実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はあ

りません。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 395円50銭
１株当たり当期純利益 57円53銭

（重要な後発事象）
該当事項はありません。

（企業結合に関する注記）
企業結合に係る暫定的な処理の確定
2023年３月３日に行われた㈱空色との企業結合について前連結会計年度において暫定的
な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度に確定しております。
この暫定的な会計処理の確定に伴う金額の変動はありません。
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貸借対照表（2024年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額
（資産の部）

流動資産 529,383

現金及び預金 414,658

売掛金 5,511

前払費用 4,184

未収入金 41,997

未収還付法人税等 55,929

その他 7,102

固定資産 1,217,231

有形固定資産 14,193

建物附属設備 12,096

工具、器具及び備品 2,096

投資その他の資産 1,203,037

投資有価証券 725,989

関係会社株式 429,883

その他の関係会社有価証券 26,064

関係会社長期貸付金 65,000

長期前払費用 2,709

敷金及び保証金 18,128

その他 262

貸倒引当金 △65,000

資産合計 1,746,614

科 目 金 額
（負債の部）

流動負債 12,554
未払金 5,723
未払費用 1,709
未払法人税等 916
預り金 4,205

固定負債 175,198
繰延税金負債 163,812
資産除去債務 11,385
負債合計 187,753
（純資産の部）

株主資本 1,179,680
資本金 210,400
資本剰余金 160,400
資本準備金 160,400

利益剰余金 808,917
その他利益剰余金 808,917
繰越利益剰余金 808,917

自己株式 △36
評価・換算差額等 379,180
その他有価証券評価差額金 379,180

純資産合計 1,558,861

負債・純資産合計 1,746,614
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損益計算書（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）
（単位：千円）

科 目 金 額

営業収益 310,690

営業費用 271,547

営業利益 39,142

営業外収益

受取利息 280

受取配当金 23,068

為替差益 23,354

その他 22 46,725

営業外費用

貸倒引当金繰入額 65,000

その他 836 65,836

経常利益 20,031

特別利益

投資有価証券売却益 24,146 24,146

特別損失

関係会社株式評価損 23,285 23,285

税引前当期純利益 20,893

法人税、住民税及び事業税 △34,759

法人税等調整額 577 △34,181

当期純利益 55,075
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株主資本等変動計算書（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）
（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本剰余金

資本
剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金
当期首残高 210,400 160,400 − 160,400 1,197,048 1,197,048
当期変動額
剰余金の配当 − − − − △194,220 △194,220
当期純利益 − − − − 55,075 55,075
自己株式の取得 − − − − − −
自己株式の消却 − − △248,985 △248,985 − −
利益剰余金から
資本剰余金への振替 − − 248,985 248,985 △248,985 △248,985
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） − − − − − −

当期変動額合計 − − − − △388,130 △388,130
当期末残高 210,400 160,400 − 160,400 808,917 808,917

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計自己

株式
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △139,224 1,428,623 261,450 261,450 1,690,074
当期変動額
剰余金の配当 − △194,220 − − △194,220
当期純利益 − 55,075 − − 55,075
自己株式の取得 △109,797 △109,797 − − △109,797
自己株式の消却 248,985 − − − −
利益剰余金から
資本剰余金への振替 − − − − −
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） − − 117,729 117,729 117,729

当期変動額合計 139,187 △248,942 117,729 117,729 △131,213
当期末残高 △36 1,179,680 379,180 379,180 1,558,861
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

② その他の関係会社有価証券
有限責任事業組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなさ

れるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の
決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

③ その他有価証券
ａ 市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法
により算定）

ｂ 市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用してお

ります。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 15年
工具、器具及び備品 ４〜８年

② 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。
２．重要な引当金の計上基準

貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
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３．収益及び費用の計上基準
純粋持株会社である当社は、グループ会社との契約に基づき経営管理を行っており、こ

れらは事業年度を通じて行っております。
この対価は経営指導料、業務受託等の手数料及び配当であり、事業年度にわたって経営指
導等を実施することで履行義務が充足されることから、経営指導料及び業務受託等の手数
料は役務提供完了時点で、配当は効力発生日に収益を認識しております。

（会計上の見積りに関する注記）
関係会社株式の評価

（1） 当事業年度の計算書類に計上した金額
関係会社株式 429,883千円
上記のうち、エネサイクル株式会社の株式の帳簿価額は250,800千円であります。

（2） 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法

関係会社株式の評価については、関係会社の財政状態が悪化したことにより実質価
額が著しく低下したときは、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除
き、相当の減額を実施し、評価差額は当期の損失として処理することとしています。

② 主要な仮定
主要な仮定は、当該会社の事業計画における売上高の見積りに使用される予想販売

数量になります。

③ 翌年度の計算書類に与える影響
将来の事業環境の変化等により、主要な仮定に変動が生じ、事業計画が修正される

場合、翌事業年度の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
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（貸借対照表に関する注記）
（1）有形固定資産の減価償却累計額 5,049千円

（2）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
売掛金 5,511千円
未収入金 35,831千円
関係会社長期貸付金 65,000千円
未収利息 262千円
未払金 709千円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
営業収益
関係会社経営管理料 59,490千円
関係会社受入手数料 1,200千円
関係会社受取配当金 250,000千円

営業費用
一般管理費 6,122千円

営業取引以外の取引高
営業外収益 262千円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度の末日における自己株式の数
普通株式 49株

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
繰越欠損金 29,873千円
貸倒引当金 19,906千円
投資有価証券評価損 3,062千円
関係会社株式評価損 7,130千円
資産除去債務 3,486千円
減価償却超過額 3,175千円
未払費用（フリーレント賃料） 481千円
未払事業税 238千円
その他 319千円

繰延税金資産小計 67,675千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 29,873千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 31,189千円

評価性引当額小計 61,063千円
繰延税金資産合計 6,612千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 167,384千円
資産除去債務に対応する資産 2,993千円
その他 47千円

繰延税金負債合計 170,425千円
繰延税金資産（負債）純額 △163,812千円

（注）グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計

処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、
法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示
を行っております。
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（関連当事者との取引に関する注記）
（1）親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

（2）子会社及び関連会社等
（単位：千円）

種類 会社等の名称
議決権等
の所有

（被所有）
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 ㈱フューチャーショップ 所有
直接100％

経営指導料の受取
役員の兼任

経営指導料の受取
（注1） 36,000 売掛金 3,300

配当金の受取
（注1） 200,000 ― ―

グループ通算税効果
額（注1） 31,582 未収入金 31,582

子会社 ㈱ソフテル 所有
直接100％

経営指導料の受取
役員の兼任

経営指導料の受取
（注1） 21,600 売掛金 1,980

配当金の受取
（注1） 50,000 ― ―

グループ通算税効果
額（注1） 2,585 未収入金 2,585

子会社 ㈱空色 所有
直接 68.35
％

事業資金の貸付
役員の兼任

事業資金の貸付
(注1）(注2) 65,000 関係会社長期

貸付金 65,000

利息の受取
(注1） 262 未収利息 262

（注1）取引条件及び取引条件の決定方針等
経営指導料は、業務内容を勘案し、両社協議のうえ決定しております。
配当金は、子会社の株主総会決議に基づき受領しております。
グループ通算制度による通算税効果額の受取予定額であります。
資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

（注2）当該子会社への貸付金に対し、65,000千円の貸倒引当金を計上しております。
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（3）役員及び個人主要株主等
（単位：千円）

種類 会社等の名称
議決権等
の所有

（被所有）
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員及
びその近
親者が議
決権の過
半数を所
有してい
る会社
(当該会社等
の子会社
を含む)

エネサイクル㈱
(注2） − 役員の兼任 増資の引受

(注1） 250,000 関係会社株式 250,000

（注1）引受価格については、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理的に決定
しております。

（注2）当社代表取締役岡本高彰が直接17.8%、間接54.8%所有している会社であります。

（収益認識に関する注記）
収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

の３．収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 216円71銭
１株当たり当期純利益 7円64銭

（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2024年５月24日

株式会社コマースOneホールディングス
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森 田 祥 且
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 本 間 愛 雄

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社コマースOneホールディングスの2023

年４月１日から2024年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社コマースOneホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2024年５月24日
株式会社コマースOneホールディングス
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森 田 祥 且
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 本 間 愛 雄

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社コマースOneホールディングスの

2023年４月１日から2024年３月31日までの第19期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第19期事業年度における取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報
告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業
務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と
意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものと
して会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及
び当該決議に基づき整備されている体制（金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制を含む内部
統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告
を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を
含め、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年５月24日
株式会社コマースOneホールディングス 監査役会

常勤監査役
（社外監査役） 髙 木 和 則 ㊞

社外監査役 上 杉 昌 隆 ㊞

社外監査役 石 原 工 幹 ㊞

以 上
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株主総会会場ご案内図
会 場 アルカディア市ヶ谷 私学会館 ６階 伊吹

東京都千代田区九段北４丁目２番25号

交通のご案内
・地下鉄 有楽町線・南北線「市ヶ谷駅」（1またはA1)出口から徒歩2分
・地下鉄 新宿線「市ヶ谷駅」（A1またはA4)出口から徒歩2分
・JR 中央線（各駅停車）「市ヶ谷駅」から徒歩2分
○駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください
ますようお願い申し上げます。
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